
議 案 第 ３ ２ 号

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す

る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 の 制 定

に つ い て

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 の

施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

理 由

こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 （

令 和 ４ 年 法 律 第 ７ ６ 号 ） の 施 行 に 伴 う 規 定 整 備 を 行 う た め 。

議３２



こ ど も 家 庭 庁 設 置 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す

る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和

５ 年 伊 丹 市 条 例 第 号 ）

（ 伊 丹 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 伊 丹 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営

に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 伊 丹 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ５ 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 １ ９

条 第 ３ 号 」 に 改 め ， 同 項 第 １ 号 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 各 号 」 を 「 第

１ ９ 条 各 号 」 に 改 め ， 同 項 第 ２ 号 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を

「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」 に 改 め ， 同 項 第 ３ 号 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２

号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」 に ， 「 同 項 第 ３ 号 」 を 「 同 条 第 ３ 号 」

に 改 め る 。

第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」

に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第

２ 号 」 に 改 め る 。

第 ８ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」

に 改 め る 。

第 ９ 条 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 各 号 」 を 「 第 １ ９ 条 各 号 」 に 改 め る 。

第 １ ４ 条 第 ４ 項 第 ３ 号 ア （ア）中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第

１ ９ 条 第 １ 号 」 に 改 め ， 同 号 ア （イ）中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を

「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」 に 改 め ， 同 号 イ （ア）中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」

を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」 に 改 め ， 同 号 イ （イ）中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２

号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」 に 改 め る 。

第 ２ １ 条 第 ４ 号 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １

号 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １

号 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」

を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」 に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９
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条 第 ２ 号 」 に 改 め る 。

第 ３ ７ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２

号 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９

条 第 ２ 号 」 に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」

に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第

１ 号 」 に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」 に 改

め る 。

第 ３ ８ 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ ０ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」

を 「 第 １ ９ 条 第 ３ 号 」 に 改 め る 。

第 ５ ２ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １

号 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９

条 第 １ 号 」 に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」

に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第

３ 号 」 に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」 に ，

「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」 に 改 め る 。

第 ５ ３ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２

号 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９

条 第 ２ 号 」 に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ３ 号 」

に ， 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」 に 改 め ， 同

条 第 ３ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」 に 改

め る 。

（ 伊 丹 市 立 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条 伊 丹 市 立 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 伊 丹 市

条 例 第 ４ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

付 則 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 １ 号 」

に 改 め る 。

（ 伊 丹 市 立 保 育 所 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条 伊 丹 市 立 保 育 所 条 例 （ 昭 和 ６ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 ９ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ３ 条 第 １ 号 中 「 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ ９ 条 第 ２ 号 」
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に 改 め る 。

（ 伊 丹 市 立 こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ４ 条 伊 丹 市 立 こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 伊 丹 市

条 例 第 ６ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 ア 及 び 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の 規 定 中 「 厚

生 労 働 大 臣 」 を 「 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め ， 同 項 第 ５ 号 中 「 厚 生 労

働 大 臣 」 を 「 主 務 大 臣 」 に 改 め る 。

（ 伊 丹 市 子 ど も ・ 子 育 て 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ５ 条 伊 丹 市 子 ど も ・ 子 育 て 審 議 会 条 例 （ 平 成 ２ ５ 年 伊 丹 市 条 例

第 ２ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 中 「 第 ７ ７ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ７ ２ 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 ２ 条 中 「 第 ７ ７ 条 第 １ 項 各 号 」 を 「 第 ７ ２ 条 第 １ 項 各 号 」 に

改 め る 。

（ 伊 丹 市 立 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ６ 条 伊 丹 市 立 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 ８ 年 伊 丹

市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 主 務 大 臣 」 に 改 め る 。

付 則

こ の 条 例 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

議３２-４＊




